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論壇
マ
ン
シ
ョ
ン
販
売
業
者
が
転

売
目
的
で
取
得
し
た
居
住
用
建

物
に
係
る
消
費
税
仕
入
税
額
控

除
を
め
ぐ
る
否
認
事
例
・
争
訟

事
例
が
激
増
し
て
い
る（
注
1
）。

争
い
は
、
消
費
税
法
第
30
条
第

2
項
第
1
号
に
規
定
す
る
個
別

対
応
方
式
に
お
け
る
用
途
区
分

の
判
断
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

る
。

Ⅰ

問
題
の
所
在

課
税
期
間
中
の
課
税
標
準
額

に
対
す
る
消
費
税
額
か
ら
控
除

す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額

に
つ
い
て
、
消
費
税
法
第
30
条

第
2
項
第
1
号
で
は
、
課
税
期

間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た

課
税
仕
入
れ
、
特
定
課
税
仕
入

れ
並
び
に
保
税
地
域
か
ら
の
引

取
り
に
係
る
課
税
貨
物
（
以
下

「
課
税
仕
入
れ
等
」
と
い

う
。）
に
つ
い
て
、
①
課
税
資

産
の
譲
渡
等
に
の
み
要
す
る
も

の
（
以
下
「
課
税
売
上
対
応
課

税
仕
入
れ
」
と
い
う
。）、
②
課

税
資
産
の
譲
渡
等
以
外
の
資
産

の
譲
渡
等
（
条
文
で
は
「
そ
の

他
の
資
産
の
譲
渡
等
」
と
い
う

が
、
以
下
説
明
の
便
宜
上
「
非

課
税
資
産
の
譲
渡
等
」
と
い

う
。）
に
の
み
要
す
る
も
の
（
以

下
「
非
課
税
売
上
対
応
課
税
仕

入
れ
」
と
い
う
。）、
③
課
税
資

産
の
譲
渡
等
と
そ
の
他
の
資
産

の
譲
渡
等
に
共
通
し
て
要
す
る

も
の
（
以
下
「
共
通
対
応
課
税

仕
入
れ
」
と
い
う
。）
に
そ
の

区
分（
以
下「
用
途
区
分
」と
い

う
。）が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

場
合
、
控
除
す
る
課
税
仕
入
れ

等
の
税
額
の
合
計
額
は
、

（
イ
）「
課
税
売
上
対
応
課
税

仕
入
れ
に
係
る
課
税
仕
入
れ
等

の
税
額
の
合
計
額
」
に
（
ロ
）

「
共
通
対
応
課
税
仕
入
れ
に
係

る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
合

計
額
に
課
税
売
上
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
」
を
加
算
し

た
金
額
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
課
税
期
間
中
の
課

税
売
上
高
が
5
億
円
を
超
え
る

事
業
者
ま
た
は
課
税
期
間
中
の

課
税
売
上
割
合
が
1
0
0
分
の

95
に
満
た
な
い
事
業
者
に
求
め

ら
れ
る
控
除
税
額
計
算
方
式
の

ひ
と
つ
、
い
わ
ゆ
る
個
別
対
応

方
式
で
あ
る
。
仮
に
、
課
税
期

間
中
の
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る

消
費
税
額
の
合
計
額
が
1
0

0
、
課
税
売
上
割
合
が
50
％
で

あ
る
と
す
る
と
、
控
除
税
額

は
、
①
課
税
売
上
対
応
課
税
仕

入
れ
で
あ
れ
ば
1
0
0
、
②
非

課
税
売
上
対
応
課
税
仕
入
れ
で

あ
れ
ば
0
、
③
共
通
対
応
課
税

仕
入
れ
で
あ
れ
ば
50
と
な
る
。

現
在
、
争
点
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
転
売
目
的
で
取
得
し
た

居
住
用
建
物
の
う
ち
、
取
得
時

点
で
入
居
者
が
存
在
す
る
な
ど

し
て
、
売
却
ま
で
の
保
有
期
間

中
に
家
賃
収
入
が
発
生
す
る
も

の
の
用
途
区
分
の
判
断
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
取
得
目
的
が

転
売
目
的
で
あ
れ
ば
、
居
住
用

建
物
の
取
得
は
課
税
売
上
対
応

課
税
仕
入
れ
に
区
分
さ
れ
る
の

に
対
し
て
、
転
売
目
的
と
と
も

に
賃
貸
す
る
目
的
を
も
っ
て
取

得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
共
通
対

応
課
税
仕
入
れ
に
区
分
さ
れ
、

控
除
税
額
は
制
限
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
納
税
者
側
は
、
転
売

目
的
で
取
得
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
保
有
期
間
中
に
家
賃
収

入
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
課

税
売
上
対
応
課
税
仕
入
れ
に
区

分
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
、
課

税
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額

の
全
額
を
控
除
し
た
の
に
対
し

て
、
課
税
庁
側
は
、「
消
費
税
非

課
税
の
住
宅
の
賃
貸
に
よ
る
収

入
が
発
生
す
る
販
売
用
建
物
の

仕
入
れ
は
、同
建
物
の
販
売（
課

税
資
産
の
譲
渡
等
）
の
み
な
ら

ず
、
住
宅
の
賃
貸
（
課
税
資
産

の
譲
渡
等
以
外
の
資
産
の
譲
渡

等
）
の
た
め
に
も
必
要
な
も
の

で
あ
る
」（
注
2
）と
し
て
、共
通

対
応
課
税
仕
入
れ
に
区
分
さ
れ

る
と
判
断
し
、
課
税
売
上
割
合

を
超
え
る
部
分
の
税
額
控
除
を

否
認
し
て
争
い
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ

二
つ
の
論
点

争
点
は
一
つ
で
あ
る
が
、
論

点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
用
途

区
分
の
判
断
を
め
ぐ
る
問
題
で

あ
る
。も
う
一
つ
は
、共
通
対
応

課
税
仕
入
れ
の
解
釈
で
あ
る
。

1

用
途
区
分
の
判
断

課
税
仕
入
れ
の
用
途
区
分

は
、
課
税
仕
入
れ
を
行
っ
た
日

の
状
況
に
よ
り
行
う
こ
と
と
な

っ
て
い
る
（
消
基
通
11
―
2
―

20
前
段
）
が
、
事
業
者
が
ど
の

よ
う
な
目
的
で
そ
の
資
産
を
取

得
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の

取
得
目
的
は
重
要
な
判
断
材
料

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
居
住
用
建

物
を
転
売
目
的
で
取
得
す
る
事

業
者
と
賃
貸
目
的
で
取
得
す
る

事
業
者
と
で
は
、
そ
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
は
全
く
異
な
る
。
転

売
目
的
で
居
住
用
建
物
を
取
得

す
る
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
物
件

を
取
得
し
、
販
売
す
る
営
業
社

員
を
多
数
抱
え
、
転
売
利
益
を

確
保
す
る
こ
と
で
経
営
を
維
持

し
て
お
り
、
副
次
的
に
発
生
す

る
家
賃
収
入
で
事
業
基
盤
を
支

え
る
こ
と
は
期
待
し
て
い
な

い
。
他
方
、
賃
貸
目
的
で
取
得

す
る
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
家
賃

収
入
や
建
物
の
維
持
・
管
理
の

た
め
の
要
員
を
多
く
抱
え
、
長

期
的
な
安
定
収
益
の
確
保
が
経

営
目
標
と
な
る
。
取
得
し
た
居

住
用
建
物
の
計
上
科
目
に
よ
っ

て
も
、
取
得
目
的
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

販
売
目
的
で
取
得
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
棚
卸
資
産
に
計
上
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
し
、
賃
貸
目
的
で

取
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
固
定

資
産
に
計
上
さ
れ
、
減
価
償
却

費
が
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
、
計
上
科
目
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
業
者

の
取
得
時
の
取
得
目
的
を
確
認

す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

課
税
庁
に
よ
る
「
消
費
税
非
課

税
の
住
宅
の
賃
貸
に
よ
る
収
入

が
発
生
す
る
販
売
用
建
物
の
仕

入
れ
」
が
「
住
宅
の
賃
貸
の
た

め
に
も
必
要
な
も
の
」
で
あ
る

と
し
て
共
通
対
応
課
税
仕
入
れ

に
区
分
さ
れ
る
と
の
判
断
に
至

る
過
程
の
中
で
、
こ
う
し
た
点

が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の

か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

2

共
通
対
応
課
税
仕
入
れ
の

解
釈

最
も
、
中
に
は
、
居
住
用
建

物
の
取
得
時
点
で
、
明
ら
か
に

転
売
目
的
と
賃
貸
目
的
と
が
混

在
し
て
い
る
取
引
も
存
在
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
取
引
の
用
途

区
分
は
、
本
当
に
共
通
対
応
課

税
仕
入
れ
に
区
分
さ
れ
る
べ
き

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑴
課
税
売
上
割
合
の
計
算
と
用

途
区
分
ご
と
の
納
税
額
の
比

較単
純
化
の
た
め
、
課
税
期
間

中
の
取
引
は
、
居
住
用
建
物
1

物
件
の
取
得
、
当
該
建
物
の
保

有
期
間
中
の
賃
料
収
入
、
当
該

建
物
の
販
売
と
い
う
一
連
の
取

引
の
み
で
あ
る
と
仮
定
し
、
①

居
住
用
建
物
の
取
得
価
額
＝
土

地
代
金
2
4
0
0
万
円
、
建
物

代
金
2
5
9
2
万
円
（
う
ち
消

費
税
等
1
9
2
万
円
）、
②
保

有
期
間
中
の
賃
料
収
入
＝
月
額

10
万
円
×
保
有
期
間
10
か
月
＝

1
0
0
万
円
、
③
売
却
価
額
＝

土
地
代
金
2
5
0
0
万
円
、
建

物
代
金
2
7
0
0
万
円
（
う
ち

消
費
税
等
2
0
0
万
円
）
と
す

る
。取

得
時
に
負
担
し
た
消
費
税

等
1
9
2
万
円
は
、
課
税
売
上

対
応
課
税
仕
入
れ
に
区
分
さ
れ

れ
ば
1
9
2
万
円
の
全
額
が
税

額
控
除
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
共
通
対
応
課
税
仕

入
れ
に
区
分
さ
れ
れ
ば
、
1
9

2
万
円
に
課
税
売
上
割
合
を
乗

じ
た
額
だ
け
が
税
額
控
除
の
対

象
と
な
る
。

課
税
売
上
割
合
は
何
％
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
、
土
地
の
売
上

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
資
産
の

譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額

は
建
物
売
却
価
額
2
5
0
0
万

円
（
税
抜
）
と
賃
料
収
入
1
0

0
万
円
と
の
合
計
2
6
0
0
万

円
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対

価
の
額
の
合
計
額
は
2
5
0
0

万
円
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
割
合

は
96
�
2
％
と
な
る
。
こ
の
割

合
が
課
税
売
上
割
合
と
し
て
採

用
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
控
除

税
額
は
、
1
8
4
�
7
万
円
と

な
り
、控
除
対
象
外
税
額
は
7
�

3
万
円
に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
課

税
売
上
割
合
の
計
算
に
お
い
て

は
、
土
地
の
売
却
代
金
2
5
0

0
万
円
が
資
産
の
譲
渡
等
の
対

価
の
額
に
含
め
ら
れ
る
。
こ
の

結
果
、
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価

の
額
の
合
計
額
は
5
1
0
0
万

円
、
課
税
売
上
割
合
は
49
�
0

％
と
な
る
。
こ
の
と
き
の
控
除

税
額
は
94
万
円
に
ま
で
制
限
さ

れ
、
控
除
対
象
外
税
額
は
98
万

円
、
納
付
税
額
は
1
0
6
万
円

に
ま
で
膨
れ
上
が
る
。

⑵
課
税
売
上
割
合
の
特
徴
と
共

通
対
応
課
税
仕
入
れ
の
解
釈

課
税
売
上
割
合
と
は
、
事
業

者
が
課
税
期
間
中
に
国
内
で
行

っ
た
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の

額
の
合
計
額
の
う
ち
に
事
業
者

が
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お
い

て
行
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等

の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
占
め

る
割
合
を
い
う（
消
30
条
6
項
）。

こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
課

税
売
上
割
合
が
、
課
税
期
間
の

初
日
の
最
初
の
取
引
か
ら
、
課

税
期
間
の
最
終
日
の
最
後

の
取
引
ま
で
、
事
業
者
が

国
内
で
行
っ
た
全
て
の
取

引
を
対
象
に
、
取
引
ご
と

に
用
途
区
分
を
判
断
し
て

分
類
し
た
結
果
、
課
税
期

間
終
了
後
に
集
計
さ
れ
る

統
計
デ
ー
タ
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
算
定
さ
れ

た
割
合
は
、
そ
の
課
税
期

間
中
に
事
業
者
が
行
っ
た

取
引
群
の
傾
向
を
マ
ク
ロ

的
に
表
現
し
て
い
る
が
、

取
引
群
を
構
成
す
る
個
々

の
取
引
の
特
性
を
表
現
す

る
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。共

通
対
応
課
税
仕
入
れ

は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を

も
つ
課
税
売
上
割
合
を
用

い
て
控
除
額
を
計
算
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
区
分
に

分
類
さ
れ
る
取
引
は
、
事
業
全

体
を
視
野
に
入
れ
た
共
通
取
引

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
得

目
的
が
混
在
し
て
い
る
取
引
の

受
け
皿
で
あ
る
べ
き
で
は
な

い
。

Ⅲ

私
見
（
混
合
取
引
の
取
扱
い
）

し
か
し
な
が
ら
、
国
税
庁
消

費
税
室
に
よ
れ
ば
、「
課
税
資

産
の
譲
渡
等
と
非
課
税
資
産
の

譲
渡
等
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ

ら
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
資

産
の
取
得
費
用
」は
、共
通
対
応

課
税
仕
入
れ
と
さ
れ
（
注
3
）、

本
社
建
物
な
ど
事
業
全
体
に
共

通
し
て
使
用
さ
れ
る
資
産
の
取

得
費
用
と
、
棚
卸
資
産
の
よ
う

に
取
得
目
的
が
混
在
し
て
い
る

取
引
と
を
同
列
に
取
り
扱
っ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
課
税
売
上
割
合

に
よ
る
計
算
を
回
避
す
る
に

は
、
合
理
的
な
基
準
に
よ
る
区

分
を
行
う
（
消
基
通
11
―
2
―

19
）
か
、
あ
る
い
は
、
課
税
売

上
割
合
に
準
ず
る
割
合
の
承
認

申
請
制
度
（
消
30
条
③
）
を
選

択
す
る
以
外
に
選
択
肢
が
な

い
。取

得
目
的
が
混
在
す
る
取

引
、
い
わ
ば
、
混
合
取
引
は
、

事
業
全
体
に
共
通
し
て
使
用
さ

れ
る
資
産
の
取
得
取
引
と
は
明

ら
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

課
税
売
上
対
応
課
税
仕
入
れ
と

非
課
税
売
上
対
応
課
税
仕
入
れ

へ
の
区
分
を
強
制
す
る
こ
と
も

含
め
て
、
そ
の
取
扱
い
を
再
考

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
1
）週
刊
Ｔ
＆
Ａ
ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ

2
0
1
8
年
2
月
19
日
号
（
№

7
2
7
）、同
年
4
月
2
日
号（
№

7
3
3
）、
5
月
21
日
号
〜
6
月

18
日
号（
№
7
3
9
〜
7
4
3
）、

週
刊
税
務
通
信
№
3
5
0
6
平

成
30
年
5
月
14
日
、№
3
5
1
2

同
年
6
月
25
日
、月
刊
税
務
事
例

2
0
1
8
年
3
月
号
・
4
月
号
な

ど
。

（
注
2
）週
刊
Ｔ
＆
Ａ
ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ

2
0
1
8
年
2
月
19
日
号
（
№

7
2
7
）
に
掲
載
さ
れ
た
㈱
ム

ゲ
ン
エ
ス
テ
ー
ト
の
リ
リ
ー
ス

（
平
成
29
年
7
月
31
日
）
よ
り
。

（
注
3
）平
成
23
年
6
月
の
消
費
税

法
の
一
部
改
正
関
係
「『
95
％
ル

ー
ル
』
の
適
用
要
件
の
見
直
し

を
踏
ま
え
た
仕
入
控
除
税
額
の

計
算
方
法
等
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

〔
Ⅰ
〕」（
平
成
24
年
3
月
国
税

庁
消
費
税
室
）
9
頁
（
共
通
対

応
分
の
意
義
）。

消
費
税
仕
入
税
額
控
除
に
お
け
る

用
途
区
分
と
課
税
売
上
割
合

濱田 桂
【雪谷】

【図】課税売上割合の計算

【表】計算例に基づく控除税額・控除対象外税額・
納付税額（単位：万円）

①居住用建物の取得価額＝土地2，400万円、建物2，592万円
（うち消費税等192万円）

②保有期間中の家賃収入＝月額10万円×保有期間10か月＝100万円
③売却価額＝土地2，500万円、建物2，700万円（うち消費税等200万円）

（参考：土地除く）
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等の対価の額
課税標準額に対
する消費税等
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課税売上割合
課税仕入れに
係る消費税等
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控除対象外税額
納付税額

【 7 】2018年〔平成30年〕7月1日〔日曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.738


